
（ 1）

主な内容

共
用
部
漏
水
で
最
高
裁
判
決

管
理
組
合
は「
占
有
者
」

賠
償
責
任
認
め
る
初
判
断

　
マ
ン
シ
ョ
ン
の
共
用
部
分
か
ら
生
じ
た
損
害
に
対
す
る
損
害
賠
償
の
責
任
主
体
に
つ
い
て
、
最
高
裁
判
所
で
の
判
断

が
初
め
て
下
さ
れ
た
。
区
分
所
有
者
が
共
用
部
分
に
起
因
す
る
漏
水
で
損
害
を
被
っ
た
と
主
張
し
管
理
組
合
に
損
害
賠

償
を
求
め
た
２
件
の
訴
訟
の
上
告
審
判
決
で
、
最
高
裁
第
一
小
法
廷
（
岡
正
晶
裁
判
長
）
は
１
月
22
日
、
民
法
７
１
７

条
１
項
で
規
定
す
る
土
地
工
作
物
責
任
に
つ
い
て
、
管
理
組
合
は
責
任
を
負
う
「
占
有
者
」
に
当
た
る
た
め
賠
償
責
任

を
負
う
と
の
判
断
を
示
し
た
。
管
理
組
合
に
一
括
し
て
請
求
で
き
る
点
で
被
害
者
救
済
が
し
や
す
く
な
る
と
の
見
方
が

あ
る
一
方
、
損
害
賠
償
の
リ
ス
ク
を
踏
ま
え
て
修
繕
積
立
金
を
算
定
す
る
必
要
が
生
じ
る
な
ど
、
修
繕
積
立
金
や
管
理

組
合
運
営
の
あ
り
方
の
ほ
か
、
国
の
施
策
に
影
響
を
与
え
る
可
能
性
も
で
て
き
た
。
た
だ
、
２
件
の
う
ち
１
件
は
管
理

組
合
を
占
有
者
と
し
て
認
定
せ
ず
、
高
裁
に
差
し
戻
し
た
上
で
さ
ら
に
審
理
を
尽
く
す
よ
う
求
め
て
お
り
、
今
後
の
審

理
も
注
目
さ
れ
る
。
＝
２
面
に
解
説
記
事

差
し
戻
し
で
状
況
踏
ま
え
た
審
理
も

業界の社会的評価確立に尽力

　
今
回
の
判
決
は
、
練
馬
区

に
あ
る
マ
ン
シ
ョ
ン
（
１
９

９
０
年
竣
工
、
27
戸
）
で
の

事
案
と
、
新
宿
区
に
あ
る
マ

ン
シ
ョ
ン
（
77
年
竣
工
、
17

戸
）
で
の
事
案
の
２
件
に
関

す
る
も
の
。
練
馬
区
の
事
案

は
外
壁
と
床
下
ス
ラ
ブ
の
亀

裂
に
起
因
す
る
漏
水
事
故
を

巡
り
区
分
所
有
者
が
管
理
組

合
を
相
手
に
損
害
賠
償
を
求

め
、
新
宿
区
の
事
案
は
共
用

部
分
の
設
置
ま
た
は
保
存
の

瑕
疵
に
起
因
す
る
漏
水
事
故

で
損
害
を
被
っ
た
と
主
張
し

て
区
分
所
有
者
が
管
理
組
合

に
賠
償
を
求
め
た
。
い
ず
れ

も
東
京
地
裁
で
の
一
審
で
は

占
有
者
は
管
理
組
合
と
し
管

理
組
合
へ
の
損
害
賠
償
を
認

め
た
が
、
東
京
高
裁
で
の
二

審
は
全
区
分
所
有
者
が
占
有

者
で
あ
り
管
理
組
合
が
賠
償

責
任
を
負
う
も
の
と
解
す
る

こ
と
は
で
き
な
い
と
し
、
一

審
を
覆
し
て
い
た
。
原
告
は

こ
れ
を
不
服
と
し
て
上
告
。

最
高
裁
で
は
、
管
理
組
合
は

民
法
７
１
７
条
１
項
の
「
占

有
者
」
に
当
た
る
か
が
争
点

で
、
管
理
組
合
が
賠
償
責
任

の
主
体
と
な
る
か
が
問
わ
れ

た
。

　
最
高
裁
で
は
２
件
と
も
二

審
を
破
棄
し
、
賠
償
額
の
算

定
な
ど
の
た
め
に
高
裁
に
差

し
戻
し
た
。
そ
の
理
由
と
し

て
、
「
民
法
７
１
７
条
１
項

の
趣
旨
は
工
作
物
の
設
置
ま

た
は
保
存
に
瑕
疵
が
あ
る
こ

と
に
よ
っ
て
損
害
が
生
じ
た

場
合
、
損
害
の
発
生
を
防
止

す
べ
き
地
位
に
あ
る
者
に
損

害
賠
償
責
任
を
負
わ
せ
て
い

る
」
と
し
た
上
で
、
区
分
所

有
法
の
規
定
に
照
ら
す
と
共

用
部
分
に
つ
い
て
は
区
分
所

有
者
の
団
体
（
管
理
組
合
）

が
支
配
管
理
し
て
安
全
性
を

確
保
し
て
い
く
こ
と
が
予
定

さ
れ
て
い
る
と
し
た
。
そ
し

て
「
区
分
所
有
者
の
団
体

は
、
特
段
の
事
情
が
な
い
限

り
、
区
分
所
有
建
物
の
共
用

部
分
に
つ
い
て
支
配
管
理
し

て
そ
の
設
置
ま
た
は
保
存
の

瑕
疵
に
よ
る
損
害
の
発
生
を

防
止
す
べ
き
地
位
に
あ
る
と

い
う
こ
と
が
で
き
る
」
と
言

及
し
た
。

　
さ
ら
に
、
管
理
組
合
は
区

分
所
有
者
か
ら
共
用
部
分
の

管
理
の
た
め
の
費
用
を
徴
収

し
て
い
る
の
が
通
例
で
あ

り
、
共
用
部
分
の
瑕
疵
で
損

害
が
生
じ
た
場
合
は
管
理
組

合
の
財
産
か
ら
賠
償
す
る
こ

と
が
損
害
を
被
っ
た
者
の
保

護
に
も
資
す
る
と
判
断
。
こ

れ
ら
を
踏
ま
え
、
管
理
組
合

は
「
特
段
の
事
情
が
な
い
限

り
、
区
分
所
有
建
物
の
共
用

部
分
に
つ
い
て
、
民
法
７
１

７
条
１
項
本
文
に
い
う
『
占

有
者
』
に
当
た
る
と
い
う
べ

き
」
と
結
論
付
け
た
。

　
た
だ
、
２
件
で
は
判
決
文

が
微
妙
に
異
な
る
。
練
馬
区

の
事
案
で
は
「
特
段
の
事
情

は
う
か
が
わ
れ
な
い
か
ら

（
管
理
組
合
は
）
『
占
有

者
』
に
当
た
る
」
と
認
定

し
、
差
し
戻
し
で
は
賠
償
額

な
ど
を
決
め
る
べ
く
審
理
す

る
よ
う
言
い
渡
し
た
。
一

方
、
新
宿
区
の
事
案
に
は

「
特
段
の
事
情
」
の
有
無
に

つ
い
て
記
載
せ
ず
。
練
馬
区

の
よ
う
に
「
『
占
有
者
』
に

当
た
る
」
と
の
断
定
を
避
け

て
お
り
、
管
理
組
合
の
占
有

者
と
し
て
の
責
任
を
認
定
し

な
か
っ
た
。
差
し
戻
し
に
当

た
っ
て
は
賠
償
額
な
ど
具
体

的
な
内
容
は
示
さ
ず
「
更
に

審
理
を
尽
く
さ
せ
る
た
め
原

審
に
差
し
戻
す
こ
と
と
す

る
」
と
の
み
記
載
し
て
い

る
。
こ
の
た
め
、
新
宿
区
の

事
案
で
は
「
特
段
の
事
情
」

を
ど
う
判
断
す
る
か
が
差
し

戻
し
審
で
の
焦
点
と
な
る
。

管理協が賀詞交歓会
　
マ
ン
シ
ョ
ン
管
理
業
協
会

（
世
古
洋
介
理
事
長
）
は
１

月
15
日
、
東
京
都
港
区
の
第

一
ホ
テ
ル
東
京
で
２
０
２
６

年
新
年
賀
詞
交
換
会
を
開
催

し
た
。
会
員
企
業
や
国
会
議

員
、
国
土
交
通
省
幹
部
、
関

係
団
体
な
ど
約
４
７
０
人
が

参
加
し
、
新
し
い
年
の
は
じ

ま
り
を
祝
っ
た
。

　
冒
頭
に
世
古
理
事
長
が
挨

拶
し
「
マ
ン
シ
ョ
ン
の
長
寿

命
化
に
取
り
組
む
管
理
組
合

に
対
し
、
会
員
各
社
が
培
っ

て
き
た
経
験
や
知
見
を
活
か

し
て
適
切
に
サ
ポ
ー
ト
が
行

え
る
よ
う
、
協
会
と
し
て
も

様
々
な
形
で
貢
献
し
た
い
。

ま
た
国
や
自
治
体
の
政
策
立

案
や
会
員
各
社
の
営
業
活
動

に
資
す
る
よ
う
な
デ
ー
タ
の

整
備
な
ど
、
情
報
発
信
に
も

尽
力
す
る
。
特
に
マ
ン
シ
ョ

ン
管
理
適
正
評
価
制
度
の
登

録
数
が
１
万
件
に
到
達
し
、

様
々
な
情
報
が
協
会
で
把
握

で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と

か
ら
、
デ
ー
タ
の
活
用
に
積

極
的
に
取
り
組
み
た
い
。
こ

う
し
た
取
り
組
み
を
通
し
て

業
界
の
社
会
的
評
価
の
確
立

を
図
り
、
働
き
甲
斐
を
持
っ

て
働
け
る
環
境
に
し
て
い
き

た
い
」
と
協
会
の
果
た
す
べ

き
役
割
を
挙
げ
、
管
理
業
界

の
地
位
向
上
を
下
支
え
し
た

い
考
え
を
示
し
た
＝
写
真
。

　
来
賓
と
し
て
、
国
土
交
通

省
の
永
井
学
大
臣
政
務
官
、

東
京
都
の
小
池
百
合
子
知

事
、
首
相
補
佐
官
や
自
民
党

マ
ン
シ
ョ
ン
対
策
議
員
連
盟

会
長
を
務
め
る
松
島
み
ど
り

衆
議
院
議
員
、
日
本
維
新
の

会
国
土
交
通
部
会
長
の
青
島

健
太
参
議
院
議
員
、
公
明
党

マ
ン
シ
ョ
ン
議
員
懇
話
会
幹

事
長
の
宮
﨑
勝
参
議
院
議
員

が
祝
辞
を
述
べ
た
。
こ
の
う

ち
永
井
政
務
官
は
「
改
正
マ

ン
シ
ョ
ン
関
係
法
が
４
月
か

ら
施
行
さ
れ
、
新
築
か
ら
再

生
ま
で
ラ
イ
フ
ル
全
体
を
通

じ
管
理
・
再
生
化
の
円
滑
化

を
進
め
る
」
と
述
べ
、
協
会

と
の
連
携
を
さ
ら
に
強
化
し

て
取
り
組
む
考
え
を
示
し

た
。

　
国
土
交
通
省
は
改
正
マ
ン

シ
ョ
ン
関
係
法
の
４
月
１
日

施
行
を
前
に
、
２
月
10
日
か

ら
３
月
７
日
に
か
け
て
全
国

10
都
市
で
改
正
法
に
関
す
る

説
明
会
を
実
施
す
る
。
改
正

法
の
内
容
の
ほ
か
、
関
連
し

て
見
直
さ
れ
た
標
準
管
理
規

約
の
ポ
イ
ン
ト
な
ど
を
紹
介

す
る
。ま
た
、福
岡
市
、広
島

市
、
仙
台
市
で
は
、
自
治
体

今
後
は「
特
段
の
事
情
」の
判
断
が
焦
点

　
最
高
裁
で
の
判
決
は
今
後

の
裁
判
で
の
指
標
と
な
る
た

め
、
管
理
組
合
が
占
有
者
に

認
定
さ
れ
た
事
案
が
生
ま
れ

た
こ
と
は
今
後
の
裁
判
に
影

響
を
与
え
そ
う
だ
。
特
に
マ

ン
シ
ョ
ン
の
老
朽
化
か
ら
漏

水
事
故
を
巡
る
裁
判
は
増
加

し
て
お
り
、
今
回
の
判
決
が

同
様
の
訴
訟
で
よ
り
迅
速
な

裁
定
を
下
せ
る
効
果
も
出
る

と
み
ら
れ
る
。
た
だ
、
２
件

の
う
ち
１
件
は
「
占
有
者
」

と
認
定
し
な
か
っ
た
こ
と

は
、
今
回
の
判
決
か
ら
一
概

に
「
管
理
組
合
は
占
有
者
と

し
て
の
責
任
を
持
つ
」
と
い

う
判
断
に
な
る
と
は
言
え

ず
、
管
理
組
合
の
占
有
者
と

し
て
の
責
任
は
マ
ン
シ
ョ
ン

ご
と
の
状
況
に
応
じ
て
判
断

さ
れ
る
可
能
性
も
出
て
き
た
。

　
一
方
、
今
後
の
マ
ン
シ
ョ

ン
政
策
の
扱
い
も
注
目
さ
れ

る
。
今
回
の
最
高
裁
判
決
で

は
判
決
の
前
に
区
分
所
有
者

側
、
管
理
組
合
側
の
双
方
か

ら
意
見
を
聴
取
す
る
弁
論
が

行
わ
れ
、
管
理
組
合
側
は

「
修
繕
積
立
金
は
損
害
賠
償

を
想
定
し
て
算
定
さ
れ
て
お

ら
ず
、
修
繕
工
事
の
実
施
は

困
難
に
な
る
」
と
主
張
し
て

い
る
。
実
際
に
、
国
の
修
繕

積
立
金
に
関
す
る
ガ
イ
ド
ラ

イ
ン
は
修
繕
工
事
に
必
要
な

金
額
の
算
定
に
つ
い
て
記
載

し
て
い
る
も
の
で
あ
り
賠
償

金
に
つ
い
て
見
込
ん
で
い
な

い
。
判
決
や
差
し
戻
し
審
に

よ
り
、
損
害
賠
償
を
見
込
む

場
合
の
修
繕
積
立
金
の
あ
り

方
や
標
準
管
理
規
約
の
扱
い

な
ど
、
管
理
の
枠
組
み
を
再

検
討
す
る
可
能
性
も
あ
り
そ

う
だ
。

●
管
理
組
合
側
の
弁
護

士
を
務
め
た
香
川
希

理
氏
の
コ
メ
ン
ト

　
最
高
裁
で
は
２
つ
の
判
決

理
由
を
明
確
に
書
き
分
け
て

お
り
、「
特
段
の
事
情
」に
つ

い
て
の
審
理
を
尽
く
す
よ
う

求
め
る
メ
ッ
セ
ー
ジ
と
捉
え

て
い
る
。
例
え
ば
管
理
不
全

の
マ
ン
シ
ョ
ン
な
ど
で
は
賠

償
を
優
先
す
る
と
工
事
が
放

置
さ
れ
さ
ら
に
不
全
が
進
む

こ
と
も
考
え
ら
れ
る
。
今
後

の
審
理
に
向
け
て
注
力
し
た

い
。

職
員
や
マ
ン
シ
ョ
ン
管
理
士

が
講
師
と
な
る
講
習
会
も
合

わ
せ
て
開
く
。
自
治
体
の
施

策
や
管
理
組
合
向
け
の
支
援

策
を
紹
介
し
、
改
正
法
を
踏

ま
え
た
管
理
組
合
運
営
に
つ

い
て
説
明
す
る
。

　
参
加
費
は
無
料
。
登
録
が

必
要
で
、
電
話
（
０
１
２
０

―
７
７
１
―
２
６
６
）
か
、

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
（https://

koushuu-setsumeikai.
mlit.go.jp/m/r7_kaisei
-mansion

）
か
ら
申
し
込

む
。
２
月
10
日
開
催
の
東
京

会
場
は
オ
ン
ラ
イ
ン
で
の
ラ

イ
ブ
配
信
も
行
う
。

　
各
都
市
の
開
催
日
な
ど
は

次
の
と
お
り
（
▽
開
催
地
＝

①
開
催
日
②
定
員
数
③
会

場
）
。

　
▽
札
幌
市
＝
①
３
月
３
日

②
２
６
０
人
③
Ａ
Ｃ
Ｕ　
Ｓ

Ａ
Ｐ
Ｐ
Ｏ
Ｒ
Ｏ
、
▽
仙
台
市

＝
①
３
月
７
日
②
１
６
０
人

③
ハ
ー
ネ
ル
仙
台
、
▽
東
京

都
港
区
＝
①
２
月
10
日
②
４

６
０
人
③
ビ
ジ
ョ
ン
セ
ン
タ

ー
東
京
虎
ノ
門
、
▽
新
潟
市

＝
①
２
月
26
日
②
１
８
０
人

③
朱
鷺
メ
ッ
セ
、
▽
名
古
屋

市
＝
①
２
月
24
日
②
３
４
０

人
③
名
古
屋
サ
ン
ス
カ
イ
ル

ー
ム
、
▽
大
阪
市
＝
①
２
月

12
日
②
５
４
０
人
③
グ
ラ
ン

キ
ュ
ー
ブ
大
阪
、
▽
広
島
市

＝
①
２
月
28
日
②
１
７
０
人

③
広
島
県
Ｊ
Ａ
ビ
ル
、
▽
高

松
市
＝
①
２
月
18
日
②
90
人

③
高
松
商
工
会
議
所
、
▽
福

岡
市
＝
①
２
月
21
日
②
２
５

０
人
③
福
岡
国
際
会
議
場
、

▽
那
覇
市
＝
①
２
月
16
日
②

90
人
③
沖
縄
県
市
町
村
自
治

会
館
。
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２面： 最高裁判決の背景と今後
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